
 

入 札 説 明 書 

 

山形県給与等システム改修業務（子ども・子育て支援法等改正対応）の調達に係る入札公告（以

下「入札公告」という。）に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則（昭和

39年３月県規則第９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この入札説明書によるもの

とする。 

 

１  契約及び仕様書に関する事務を担当する部局等（以下「契約担当部局」という。） 

〒990-8570  

山形市松波二丁目８番１号 山形県総務部総務厚生課業務システム係 

電話番号023(630)3337 

 

２ 入札参加者の資格 

(1) 入札公告の「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていない

こと」とは、入札参加資格審査日（一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審

査申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日）から開札日までの期間中のいずれの日

においても指名停止措置を受けていないことをいう。 

(2) 入札公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認めら

れた者は、本件入札に参加することができない。 

 

３ 入札参加資格確認の手続 

 (1) 入札説明書等の交付 

ア 交付期間及び時間 

    入札公告の日から令和７年６月25日（水）までの土、日曜日を除く日の午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで（ただし、最終日にあっては、正午までとする。） 

イ 交付場所 

    １に同じ（オンラインストレージを利用した交付を希望する場合は、別途連絡すること。） 

ウ 交付書類 

次の資料を、ＣＤ－Ｒ又はオンラインストレージを利用し電子データで配布する。 

１ 入札説明書及び添付様式 

２ 山形県給与等システム改修業務（子ども・子育て支援法等改正対応） 委託仕様書 

３ 業務委託契約書（案） 

４ 山形県情報セキュリティポリシー 

エ 閲覧資料 

５ 山形県給与等システムシステムドキュメント等 

※上記資料の閲覧を希望する者は、１に対して閲覧申込書（別紙様式第１号）により、事

前に申し込みをすること。 

  



 (2) 業務及び入札説明 

本書の交付によりこれに代える。交付書類の交付を受けた者は、交付書類受領書（用紙は交

付書類受領者へ配付）を提出するものとする。 

 (3) 質問事項の受付・締切・回答について 

ア 受付方法 

質問票（別紙様式第２号）により、電子メールで提出すること。なお、必要事項を記載し

た任意様式による質問も可とする。 

イ 提出先 

somusys@pref.yamagata.jp 

ウ 受付期限 

令和７年６月25日（水）午後５時 

エ 回答方法 

質問提出者の別を問わず全ての質問及び回答を取りまとめ、本書を交付した者に対し、

入札説明書受領書に記載のアドレスあて電子メールにて行う。ただし、質問者名は公表し

ない。 

オ 最終回答期日 

令和７年６月30日（月） 

 

４ 入札参加資格の審査等 

 (1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するた

め、申請書及び添付書類（以下「申請書等」という。）を、入札公告で指定された提出場所及

び指定された日時までに提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなけ

ればならない。 

 (2) 提出書類 

ア 入札参加者の資格に関する書類 

 (ｱ) 競争入札参加資格者名簿（物品及び役務の調達）に搭載されている者 

a 一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式第３号） 

  (ｲ) 競争入札参加資格者名簿（物品及び役務の調達）に搭載されていない者 

a 競争入札参加資格審査申請書提出書（別紙様式第３‐１号） 

b 競争入札参加資格審査申請書及び添付書類（会計局が別に定める物品等競争入札 

参加資格審査申請要領による） 

イ  入札公告の「３の(5)」に係る事項を証明する書類 

 (3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。 

 (4) 申請書等を提出した者は、入札日の前日までに申請書等に関し説明又は協議を求められた

場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、

その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。 

 (5) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 

  



５ 入札参加資格審査結果の通知 

 (1) 入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は原則

として令和７年６月30日（月）までに通知する。 

 

６ 入札の辞退等 

 (1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入

札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札

日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を

執行する日時までに提出するものとする。 

 (2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。 

 

７ 入札 

 (1) 入札書の様式は、入札書（別紙様式第４号）による。 

 (2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認

める。（書留郵便に限る。） 

 (3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「役務の名称」を記載すること。 

 (4) 入札書を郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封のうえ、上記(3)

の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、入札公告の「入札の場所

及び日時」で定めた時までに、入札公告の「契約に関する事務を担当する部局等」に必着とし、

当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。 

 (5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状（別

紙様式第５号）を作成し提出させること。 

 (6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。

また、法人の代表者（支店長等の受任者を含む。）が自ら入札する場合は、当該入札に関して

他の入札者となることはできない。 

 (7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その

他一切の諸経費を含む総額とする。 

 

８ 開札 

  入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない

場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち会わせて開札を行う。 

  開札に立ち会わない入札者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒に、受取人の住所、氏名

又は名称等を明記の上、所定の料金の切手を貼ったものを入札書とともに提出しなければなら

ない。 

 

９ 入札の無効 

  次に掲げる入札は無効とし、無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には、落札決

定を取り消す。 

 (1) 入札公告に示した入札参加資格のない者（入札参加資格があることを確認された者で、開札

時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。）のした入札 



 (2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札 

 (3) 委任状を持参しない代理人のした入札 

 (4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため

連合したと認められる入札 

 (5) 同一の事項につき２通以上の入札書を契約担当者に提出した入札 

 (6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂

正した入札書を契約担当者に提出した入札 

 (7) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

10 再度入札 

  予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。 

  再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。 

  入札を一度辞退した者は、当該入札案件の再度の入札に参加することができない。 

 

11 落札者の決定方法 

 (1) 規則第120条第１項の規定により作成された予定価格の範囲内で、かつ、全ての入札が入札

公告９の(2)の山形県低入札価格調査制度実施要綱（以下「低入札調査要綱」という。）第３条

による調査基準価格（以下「基準価格」という。）以上である場合は、最低の価格をもって入

札（有効な入札に限る。）を行った者を落札者とする。 

 (2) 基準価格を下回る価格の入札（有効な入札に限る。）があった場合は、入札を終了し、最低

価格の入札者について、低入札調査要綱第６条第２項による本件調達役務の内容に適合した

履行がなされるか否かを調査（以下「履行適合調査」という。）した上で落札を決定すること

とし、この場合、入札結果は、後日、書面で通知する。 

 (3) 履行適合調査の結果、当該最低価格によっても契約の内容に適合した履行がなされると認

められる場合は、その入札を行った者を落札者に決定する。 

   また、当該最低価格によっては、契約の内容に適合する履行がなされないおそれがあると

認められる場合は、当該最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の範囲内での価格をも

って入札（有効な入札に限る。）を行った次順位の者（以下「次順位者」という。）を落札者

に決定する。この場合において、次順位者が基準価格を下回る入札者であった場合は、前項

及び本項の規定を準用し落札者を決定するものとし、次順位者の変更は、予定価格の制限の

範囲内で入札を行った者において落札者が決定するまで繰り返すものとする。 

 (4) 前２項により履行適合調査の対象となった者が落札者になった場合は、低入札調査要綱第

９条に基づき契約履行の状況等について報告を求める場合があり、落札者はこれに応じるも

のとする。 

 (5) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引

かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを

引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじ

を引かせ落札者を決定する。 

 (6) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。 

 



12 その他 

 (1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加指名停止要綱に基づく指

名停止措置を行うことがある。 

 (2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められ

るときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りや

めることがある。 

 (3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てるこ

とができない。 

 (4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。 

 (5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑（入札書に使用する

印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。）を持参すること。なお、当

該印鑑を持参できない場合は入札執行時の指示により落札決定を通知する。 

 (6) 本件契約の条項は、別に示す業務委託契約書（案）による。 

 (7) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。 


